
平成 30年度

三重大学大学院人文社会科学研究科社会科学専攻

修士論文

関税消費税改革の理論的展望

チョウセツテイ

指導教員：落合隆教授

2018年 2月



概要

近年、発展途上国における関税消費税改革効果に関する研究は流行している興味深い課

題である。政府歳入を減少させずに経済を開放させる国々に対して、消費税を引き上げ、関

税を引き下げ、という政策改革は IMFからの基本的なアドバイスとなる口その中では、一

番注目されている関税－消費税改革は一対一関税－消費税改革（dt+dτ＝ O,dtく 01）と比

率的な関税一消費税改革（dτ ＝μdt,dt < 0, -1く μく O）というこつの協調された関税－消

費税改革である。本稿では、単純なモデ、ルを利用し完全競争と不完全競争市場を分けて、二

つの協調された関税－消費税改革がアクセス、政府収入、厚生に対する効果を全般的に考え、

またウィンーウインーウィンの関税消費税改革の条件が存在しているかを検討している。

最後に不完全競争のもとで、異質財のケースも分析されている D

結果として、一対一関税一消費税改革では、完全競争と不完全競争のクールノー競争でも

ウィンーウインーウィンーの条件は存在していないが、政府収入と社会厚生とも改善させ

る条件が同時に成立させることができるかもしれない一方、異質財のベルトラン競争のケ

ースでは、差別化された程度がある条件 （2b-kく 0）のもとで、ウィンーウインーウィン

ーの政策改革条件も存在しているかもしれない。一方的に、比率的な関税－消費税改革の場

合には、完全競争であっても不完全競争（同質財と異質財）であっても、それぞれにある条

件を満足すると、ウィンーウインーウィンーの条件が存在しているという結論が得られる。

したがって、比率的な関税一消費税改革がより魅力的であると思われる。

1 ここで tは関税、 Tは消費税を表す。
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序論

関税依存度の高い開発途上国における政策立案者の立場から言うと、関税引き下げのも

とで政府収入を保証するために、消費税増加によって消費税収入を増加させざるを得ない。

特に近年、発展途上国における関税消費税改革は流行している興味深い課題である。

1929年のウオール街の株価大暴落を契機として世界経済は恐慌に陥ったが、その際、各

国は他国の輸出機会を抑え、自国産業の保護に傾斜した。各国の相次ぐ為替切り下げが実施

されるとともに、 1930年の米国のスムート・ホーレイ関税法の制定が各国の関税引上げ競

争を激化させ、 1931年のフランスの輸入割当制の導入が各国の報復的措置を招いた結果、

貿易額は大幅に縮小し、景気低迷の長期化に拍車をかけた。 1929年に月平均で 29億ドルで、

あった世界の輸入総額は、 1930年には 23億ドル、 1931年には 17億ドル、 1932年には 11

億ドルに縮小し、 3年間で 70%急減した（表 1・1参考）。各国で経済ナショナリズムが助長

され、ブロック経済化が進んだ結果、第二次世界大戦の一因にもなったとされている

(Charles P. Kindleberger, 1986）。

第二次世界大戦後間もない 1948年に GATT体制が創設されて以来半世紀にわたり、世

界経済は自由貿易の思恵を享受し、貿易の拡大にけん引されながら発展してきた。しかし、

経済危機発生以来、自国産業への支援や雇用確保のためと思われる保護主義的措置の導入

を求める政治的圧力が各国で高まっている（図 1-2保護貿易措置の広がり参考）。だが、世

界経済危機の解決策は、保護主義ではなく自由貿易の推進であり、ルールに基づ、く多角的自

由貿易体制をさらに強化していくことが不可欠である。それについて先行研究もある口例え

ば、 Clemensand Williams (2004）では、高い関税が第二次世界大戦前に高い発展を伴ってい

たが、その後、発展を緩やかにさせるということを指摘している。

この教訓を踏まえ、 GATTは、〔1〕最恵国待遇、〔2〕内国民待遇、〔3〕数量制限禁止、

〔4〕関税引下げの 4つを基本原則としている口また、 GATTは、締約国による多国間関税

交渉で関税を可能な限り引き下げ、それを全ての締約国に無差別に適用してきた。 1947年

のジュネーブ・ラウンドを皮切りに、 1986・94年のウルグアイ・ラウンドまで 8回のラウン

ド（表 1・3）を経て、主に鉱工業品分野での関税引下げが進んだ。ウルグアイ・ラウンドは、

グローパル化の急速な進展に対応し、従来の鉱工業品の関税自由化のみならず、新たにサー

ビス、知的所有権等幅広い分野で、のルールを策定し、また、紛争処理手続きを整備するなど、

多角的貿易体制を深化・拡大させた。 これまでのラウンドで既にかなり低くなっていた鉱

工業品の関税率は、ウルグアイ・ラウンド合意により、さらに大幅に引き下げられた（表 1・

4参考）。 1995年には、 GATTの精神を引き継ぎつつ、紛争処理機能などを強化した正式な

国際機関として WTOが発足した。多角的繊維協定（MFA）に基づき GATTの例外として

米国、欧州等が実施していた繊維・繊維製品の国際貿易における輸入数量制限措置を 2005

年から撤廃することも決定された。主要国間では、医薬品や建築機械等 7分野での関税の

相互撤廃、及び化学品の関税率の上限統ーが合意された。
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図 1-1 1929～1933年の世界貿易額の推移
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図 1-2 保護貿易措置の広がり
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表 1・3 これまでのラウンド交渉

表 1-4 ウルグアイ・ラウンドによる主要国の鉱工業品平均関税率の変化

h ・官h

そのように進んでいた貿易自由化の背景で開発途上国の税収入問題が目立つようになっ

た。そこでアジア開発途上国に注目しよう。 OECDが発表した新データによると、アジア

諸国の 2015年の税収の対 GDP比は、インドネシアの 11.8%から日本の 32%超まで幅が

ありますが、日本と韓国を除く全ての国が 18%を下回っていました（主に物品税、関税、

輸出税からの税収の落ち込み）。従って、アジアの開発途上国は税収を拡大する更なる取り

組みを必要としています。それが本稿の出発点となっている。そこで開発途上国の政府収入

面から見てみよう。

開発途上国の政府収入を全般に見られる傾向は関税収入の割合が高いことである。 1980

年代半ばから 2000年代初期まで大きく変化はあまりしていない。Keenand Simone (2004) 

は、2000年代初期から開発途上国は全般的に政府収入の構成は変化が出てきているようで、

特に関税収入の割合が減少し、その代わりに自国消費税収入が増加していることを指摘し

ている。 そして今後もこの傾向が続く可能性が指摘されている。どのように政府収入を確

保するかという問題は現在開発途上国が直面しつつあるということはいうまでもない。
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また、注目すべきことは近年、発展途上国における関税消費税改革は流行している興味深

い課題となった。特に関税削減による歳入不足は開発途上国における大きな懸念となった。

多くの既存研究では消費税増加の関税－消費税改革が関税削減による歳入不足を埋め合わ

せることができるということを提案している（Michaelet al,1993;Hatzipanayotou et 

al, 1994;Keen and Ligthart,2000）。それらの研究は完全競争に集中し、関税削減と消費税増

加の改革は厚生と政府収入を増加させるということが示されている。一方、不完全競争の場

合は異なる結論が表れている。例えば、 Keenand Ligthart (2005）では、そのような改革に

よって政府収入の損失を埋め合わせることができても、厚生を犠牲することになる結果が

示されている。 Naitoand Abe (2008）によると、ある条件のもとで同じ改革でも政府収入を

減少せずに厚生を改善させることができるという結論が指摘されている。前述の論文はす

べて同質財に関する先行研究である。また KieunShim and Kyonghwa Jeong (2016）では寡

占競争のもとで、ある条件を満足すれば差別された製品市場における関税削減は依然とし

て政府収入を増加させることも示されている。

だが、市場アクセス、政府収入、厚生に対する効果を全部考え、分析する先行研究はある

にもかかわらず、（KenjiFujiwara ,2013）、完全競争と不完全競争とも対応し、異質財と同質財

も検討する例はわずかともいえる。したがって、本稿では、流行している二つの関税消費税

改革に注目し、完全競争と不完全競争を分け、異質財も考え入れ、後方帰納法によって市場

アクセス、政府収入、厚生に対する効果を分析し、またウィン ウインーウィンーの関税消

費税改革の条件を検討しよう。ちなみに、ここでは統一的に単純な線形モデ、ルを利用してい

る。

なお本稿の構成は次のようになっている。全般的に言うと、第2章では完全競争のもとで、

簡単なモデ、ルによって二つの関税消費税改革の効果を分析し、ウインーウインーウィンー

の関税消費税改革の条件を検討する。また、第3章では、同質財のクールノー競争を考察す

る。続いて第4章では、異質財のクールノー競争を分析する。さらに、第5章は異質財のベ

ルトラン競争の仮定のもとで検討する。最後は本稿の結論をまとめる。
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2完全競争における関税ー消費税改革

2.1はじめに

発展途上国では、政策立案者より財政政策（関税－消費税改革政策）が自由貿易を成功さ

せる鍵となると考えられる口なぜかというと、関税依存度が高いからである口いくつかの先

行文献では小国の発展途上国における生産資源の配分を改善させるために関税削減という

戦略に注目しつつある。一方、関税削減による政府収入の損失は国内消費税増税から補償す

るという見方が発見されている。

完全競争の既存研究について、 Michaelet al. ( 1993）の論文では、与えられた高初期関税

の開発途上国における政府収入を不変のままで、社会厚生を改善させる関税削減－消費税

増税の政策改革について検討されている。また、 Falvey( 1994), Hatzipanayotou et al. ( 1994), 

Tsuneki (1995）というそれらの論文には、協調された関税－消費税改革が小国における厚生

と政府収入への効果を考察している。さらに、 Keenand Ligthart (2002）で、関税削減と消

費税増税という二つの協調された関税 消費税改革は、確かに自国厚生と政府収入を増加

させるという特徴が非常に魅力的であったと指摘している。

現実的な世界では、発展途上国は大国と小国も存在するはずであるが、完全競争のもとで、

関税消費税改革を分析するとき、大国と小国のケースを分けて考察するようなものはほと

んどない。例えば、 Ganelliand Tervala (2012）では大国に関する研究である一方、Sutherland,

A. (2006）で、小国開放経済について検討している。本章では、大国と小国において関税－

消費税改革がどのような効果が生じるのかが検討され、いくつかの結論が得られている。

本章の以下の構成は次のように与えられる。まず、第 2節において線形需要と供給関数

を持つ単純なモデ、ルを利用する。次に第 3節では小国のケースにおける関税消費税改革に

よって生じる効果が示される。また、第4節において大国のケースを考察する。最後にいく

つかの結論を導出する。

2.2 簡単なモデ、ル

完全競争のもとで、関税消費税改革が自由貿易の同質財市場における市場アクセス、政府

収入、社会厚生への効果を考察するために以下のような単純なモデ、ル（線形需要と供給関数）

を利用する。

非基準財の最終財市場を持つ自国を考察する。最終財は上級財であり、自国hと外国企業

fによって供給され、同質財と考える。自国市場におけるすべての製品に消費税τが課され

る。自国と外国企業が同じ限界費用に直面するとしよう。

それぞれの国の逆需要関数と、逆供給関数は次のように表しているoPh＝α－bDh,ph = 

c + dSh;pf = e -gDf,pf = i + jSf；α，b,c,d,e,g,i,j > 0。ここで、輸送費用などその他の一

切の費用がかからないと仮定する。
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2.3小国のケース

自由貿易のとき世界価格fが与えられている。

ここでは、従量税の関税 tと消費税τを賦課すると、生産者価格と消費者価格はそれぞれ

に以下の通りである。 ph*= p* + t, ph** = ph* ＋τ (2・1)

(2-1）式と需要供給関数を連立して、関税 tが課せられたとき自国の国内（市場アクセス

M）需要量Dh＊＊、供給量5h＊はそれぞれに以下のように得られる。

M = Dh** ＝口子~； sh＊＝ 守三 (c-tく p*＜α－tー τ）

自国の政府収入 Gと社会厚生W は次の通りである口

G = t(Dh柑－ 5h*) ＋τDh** = (t ＋τ）Dh料－ tsh* (2-2) 

W=S+fl+G ＝~（α － ph**)vh** + ~ (ph* -c)sh* + (t ＋のDh料－ tsh* (2-3) 

(2・2）と（2・3）式を全微分すると、それぞれに（2-4）と（2・5）式を得る。

dG = (dt + dτ）Dh料 －sh*dt十 （t＋τ）dDh** -tdsh* 

J ずつt-2r〔dt+d－τ〕－守三点 (2幽 4)

dW＝α－ph**;.u～Dh** －ιdph** ＋止三二~dsh* ＋竺：dph*+ (dt + dτ）Dh帥 －S日t
2 2 2 2 

＝一子（dt+ dτ）－ ~dt (2・5)

2.3.1 関税－消費税改革効果（dt<O)

1対 1の関税消費税改革効果：

一対一関税消費税改革： dt+dτ ＝0・dtく O。したがって、以下の通りを得る。

A
U
 －－

 、、，ノτ
 

’α
 

＋
 

ι
’b

 
d
 

r
，‘、

1

－b
 

一一τ
 

d
 

h
H

－干、
D

－0
 

3u

－
 

＋
 

＋
L
 

d
 

』

屯

－

T
L

D

－o
 

o
－
 

一一M
 

d
 

またdt+dτ ＝0を（1-4）と（1・5）に代入すると、それぞれに以下の（2・6）と（2・7）が得られる口

dG ＝ーと土互三dt> 0 
d 

(2・6)

(2・7)dW = － ~dt > 0 

比率的な関税消費税改革効果：

比率的な関税消費税改革： dτ ＝μdt; dtく O,dτ ＞0,-1く μく O。したがって：

dM = －~（dt+dτ）＝一平dt > 0 

dτ＝ μdtを（2・4）と（2・5）に代入すると、それぞれに以下のような（2-8）と（2・9）を得る。
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dG ＝げ7ト Zr(1 + μ)dt －弓己dt (2・8)

dW＝一千（1+ μ)dt -£ dt > 0 (2・9)

2.3.2 ウィンーウィンーウインーの関税－消費税改革

まず、 1対 1の関税消費税改革で、 dM= O,dG,dW > 0より、市場アクセスが不変であり、

政府収入と社会厚生とも改善させる。 1対 lの関税消費税改革にはウィンーウインーウィン

の関税－消費税改革ではないという結果が得られる。

次に比率的な関税消費税改革では、 dM> 0より、市場アクセスが改善させ、また（1・8）式

によって、第一項は符号不明であり、第二項はプラスである。よって、 dG>0の条件は、（2・

8）式は全体的にプラス効果がより強いことである。同じように（1・9）式より、第一項と第二

項とも明らかにプラスであるので、 dW>Oすなわち社会厚生を改善させる。

したがって、 1対 1の関税消費税改革では、ウィンーウィンである。比率的な関税消費税

改革におけるウィン ウインーウィンーの条件を考察するとき、（2・8）式は全体的にプラス

効果がより強いということが条件となる。

2.4大国のケース

ここでは、 nh+ nt = sh +st; Ph = pt + t (2・10)

両国の需要と供給関数は（2・10）式と連立して、関税 tが課せられたとき自国の国内生産者

価格Ph、消費者価格Ph＋τ、（市場アクセス M）需要量Dh、供給量5hは以下のように得られ

る。 ここでは、簡単に計算するために、 k ＝~＋土＋土＋~＞ 0 とする。
b g 

一τ e+t c t+i aーτ e+t c t+i 
一一一＋一一＋ー＋一一 一一＋一一＋一＋一－ph = b g d j = b g d j • 

1 1 1 1 
－十一十一＋で
b g d j 

a-• e+t c t+i 
「l}-+-9ー＋互＋1 l ~＋竺！＋三＋立1

M=Dh＝α一（た＋句＝ - b g d j ＋~ 
bk b 

千＋宇中~－ 丘二.！：...... ~ ...... £ ...... ~ 
5h = k ーし＝ b ・9 ・d' j _ :_ 

dk 

ここでは、自国の政府収入Gと社会厚生W は次の通りである。

G = (t＋τ）M -tSh 

W ＝~（α － ph ー τ）M ＋~（Ph -c)Sh十 （t＋τ）M -tSh 

比較静学より、以下の通り、 dM,dG,dWを得る。

dM = （古 －~） dτ －（本＋ヰ）dt 

dG = M(dt + dτ）＋（t ＋τ）dM -Shdt-tdSh 
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(2・11)

(2-12) 

(2・13)

(2・14)



＝中（dt+ dτ）＋山＊古－~） dτ 一言dt]-
dW ＝~（α － ph ー似M －~附ph + ~（ph ー似Sh ＋ ~S切h +dG 

＝存（午牛＋午）＋中－牛｜吋（守ヰ－牛十

子＋ヰヱldτ 

2.4.1関税－消費税改革効果

1対 1の関税消費税改革：

(2・16)

ここで、 1対 1の関税消費税改革（すなわちdt+dτ＝O,dt < 0.）は自国市場における市場

アクセス（M）、政府収入（G）、社会厚生（W）への効果を検討する D

dt+dτ ＝Oを（2-14）、（2-15）と（2・16）式に代入すると、それぞれに以下の結果を得る。

dM ＝－（古 －~） dt －（本＋ヰ） dt ＝ーが~－ k +;+7)dt ＝ヰdtく O (2圃 17)

dG = (t ＋τ）本dtー (2・18)

dW= － ~tldt+!tldt 一；：l （ロ~－~二：：）dt ＋仰と二~－~二今 dt ー土（3αγ－3T ー
bk  d k  k¥  b d ノ＼ b d ノ＼ b 

明 h n、咽，.，市 1 .. ..ーL~

ιーよidt－＿.：＇.：.＿二よdt＋今与dt＋斗よdt
d J bk b bk d b 

(2・19)

比率的な関税消費税改革：

次は比率的な関税消費税改革（すなわちdτ＝μdt, dtく O,dτ ＞0,-1く μく 0）は自国市場に

おける市場アクセス、政府収入、社会厚生への効果に注目しよう。

同じように、ここで、はdτ＝同t(dtく O,dτ ＞0）を（2・14）、（2-15）と（2・16）式代入すれば、そ

れぞれに（2-20）と（2・21）また（2・22）式が得られる。

dM = （古－ ~） (1 + μ)dt -（歩十本）dt (2田 20)

dG ＝ヰヱ（1+ μ)dt ＋安 ［µG-k)-G ＋~＋］）Jdt －牛小説＋］－~） dt (2・21)

ル［~（午守二~＋午）＋守二~－9］白＋怯（守ヰ与~）－

~＋弓ヱ］dt + ［長（守三＋子－牛－£）－μ子＋μ弓ヱ］dt 
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＝一千（中引dt－（子＋仲t＋弘前＋(i ＋~）（中引dt + 

~~dt －ιdt ＋ とt三dt + .1土（とどヱ－~二＝）dt + .!!:...E:!:!.dt -.!!:...!..dt -μE:!:!.dt + 
bk b bk d 2b bk ¥ b d ノ bk b bk d 

μキ dt (2・22)

2.4.2 ウィンーウィンーウィンーの関税一消費税改革

この節では二つの関税消費税改革効果について考察しよう。

先に、 1対 1の関税消費税改革効果を分析する。（2・17）式によって、市場アクセスは明ら

かに減少させる。（2・18）式より、第一項はマイナスであり、第二項と第三項はプラスである。

そうすると、第一項のマイナス効果を相殺することができたら、政府収入を改善させる

(dG > 0）。また（2・19）式から見ると、第一項と第三項また第五項及び第六項はプラスであり、

第二項と第四項また第七項及び第八項はマイナスである。よって、 dWは全体的に符号不明

である。すなわち社会厚生への効果は暖昧である。社会厚生を増加させることは（2・19）式が

全体的にマイナス効果を埋め合わせることを要求する。

後に、比率的な関税消費税改革効果に注目しよう。（2-20）式によって、第一項はマイナス

であり、第二項はプラスであることが示されている。したがって、第一項のマイナス効果を

埋め合わせるとき、全体的な効果はプラスとなる。そのとき、市場アクセスを拡大させるこ

とができる。また、（2・21）式より、第一項はマイナスであり、第二項は符号不明であり、第

三項と第四項はプラスである。したがって、政府収入を増加させるために、（2・19）式におけ

る全体的にプラス効果がより強いことを要求するという結論が得られる。最後に、（2・22）式

によって、第一、二、六、八、九、十二項はプラスであり、第三、四、五、七、十、十一項

はマイナスであることが示されている。同じように、全体的にプラス効果はより強いであれ

ば、社会厚生を改善させることができるという結果を得る。

2.5 まとめに

以上の議論において、単純なモデ、ルを利用して、小国と大国のケースの場合で完全競争に

おける関税－消費税改革の効果また政府収入と社会厚生とも改善させる条件を検討してい

る。結果として、 1対 lの関税－消費税改革で、は小国における政府収入と社会厚生とも増加

させる可能性がある一方、大国のケースではある条件が満足させたらウィンーウィンーの

改革政策となる。また、比率的な関税－消費税改革では、特定な条件を満足させたら、大国

のケースであっても小国のケースであってもウインーウィンーウインーを実現することが

できるという結論が得られる。

最後に残された課題について説明する。本章では、非線形関数と異なる限界費用を持つ場
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合については検討されなかった。また、異質財の場合が考察されなかった。完全競争のもと

で、それらのケースでは小国と大国における関税－消費税改革効果は興味深い課題であろ

う。それらの研究は我々の将来の課題として残しておく。
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3同質財のクールノー競争における関税ー消費税改革

3.1はじめに

クールノー競争における先行文献はいくつかがある。 MichaelKeen and Jenny E. Ligthart 

(2005）では、小国不完全競争経済のもとで、 Dixit(1984）と Brander,Spencer (1984）の

人気がある国際クールノー寡占モデ、ルと類似している一般均衡モデ、ルを構築し、協調され

た一対ーの関税－消費税改革と消費者価格を不変とする関税削減と消費税増加という関税

消費税改革とも厳密に自国厚生を減少させるという結果が得られている。また、既存研究

では、不完全競争のもとで、政府収入を増加させる関税－消費税改革は一般的に社会厚生を

減少させることを示している口例えば、 Keenand Ligthart (2005）より、関税－消費税改革

は政府収入を増加させるが、一般的に社会厚生を犠牲にすることとなるということを指摘

している。ここでは、本稿の一部分の結論と同じである。

最後に、最新の文献に注目しよう。 KieunShim and KyonghwaJeong (2016）には、不完全

競争のもとで、自国と輸入財が代替性を持つ場合、関税削減の自由貿易は政府収入を増加さ

せる結果となるという結論を導出している。その論文では、差別化された財を取引する背景

で、クールノー競争とベルトラン競争における関税削減（消費税変化なし）がそれぞれに政

府収入と社会厚生に対する効果を検討している。一方、 MasayukiOkawa and Tatsuya lguchi 

(2016）では、不完全競争のもとで、異なる限界費用を持つ複数の自国と外国企業（同質財を

取引する）が競争しているクールノーモデ、ルを構築し、協調された関税－消費税改革が政府

収入と社会厚生に対する効果を検討している。それも本章の出発点であるが、ここでは同じ

限界費用とする。また本章では、クールノー競争のもとで、同質財を取引する自国と外国の

二つの企業という単純なモデルを構築し、流行している二つの協調された関税－消費税改

革（関税削減と消費税増税）が市場アクセスと政府収入及び社会厚生への効果を検討する。

また、ウィンーウインーウィンーの条件が存在するかを考察する。

なお、本章の以下の構成は以下の通りである。第 2節は理論的なモデ、ルを構築する。次に

第 3節では比較静学分析で関税－消費税改革効果を考察する。また、第 4節は、ウィンー

ウィンーウィンーの条件を検討する。最後にいくつかの結論が得られる D

3.2 単純なモデ、ル

今度は自国市場における自国企業Aと外国企業 Bの2企業が財 1を生産し、競争してい

るとする。財 1は上級財であると考えよれ自国政府により輸入に従量税 tを課す。自国市

場における取引されている財1にl単位あたり消費税 τが課されるとする。また、各企業

が同時に生産量を決定するクールノー競争のもとで、自国企業 Aの生産をね、外国企業 B

の生産量をぬ、価格を p、両企業の限界費用を同じにして cとしよう。市場アクセス M を

M = xA +x8とする。
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簡単な表現にするため、逆需要関数は一次関数であり、 p=a-bxとする（a,b>O）。また、

各企業の収入及び利潤をそれぞ、れにRA,nA;RB，πBより表す。

すると、 RA=PXA = ［α－ b(xA + Xs)]xA; Rs = PXs = ［α－ b(xA + Xs)]Xso したがって、

πA =RA一（c＋τ）xA = -bx A 2 - bxAxB + （α－c－τ）XA・

πB =Rs一（c+t＋τ）x8 = -bx82 -bxAxB + （α－c-t一τ）XB.

企業Aが利益を最大するために、一階条件を要求される。（3・1）式より

生~＝ 0 → －2bxA -bx8 ＋ α － c 一 τ ＝ 0 → XA ＝－ ~XB ＋ とこ~.
XA 2 2b 

こちらは企業Aの反応曲線である（図 3-1参考）。

(3・1)

(3-2) 

(3・3)

同じように、企業Bが利益を最大するために、一階条件も要求される。（3-2）式より

生互＝ O→－2bx8-bxA ＋ α － c-t ー τ ＝ 0 →→ xB ＝－ ~xA ＋ とこと~.
OXB 2 2b 

ここでは企業Bの反応曲線である（図 3-1参考）。

また、（3・3）式と（3・4）式を連立して解くと、以下の結果が得られる：

α－c+t-T α－c-2t-T α＋2c+t+2τ 
XA ＝一一ーーーー：Xo＝一一一一一一一：v= . 

.n. 3b ’ JJ 3b ’＇ 3 

χB 

。

／~企業Aの反応曲線

" ,p一線¥¥< 

図3・1

(3・4)

(3-5) 

すると、市場アクセス（M）、自国の政府収入（G）、社会厚生（W）はそれぞれに以下のよう

に与えられる。

2（α－c) t+2r 
M = xA +x8 ＝一一一一一一

3b 3b 

G = (t＋τ）XB ＋τXA 
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W＝仙fl+G＝ザXA一同2ー批AXB+ （α－cーτ）xA+ (t + r)x8 ＋叫

したがって、比較静学より、次のような結論を得る。

dM＝存主

dG ＝ぺ

(3・8)

(3・9)

(3-10) 

dW＝主与と互ldxA＋竺！＇.！(dxA + dx8) -2bxAdxA -bxAdx8 -bxBdxA + （α－c－τ）dXA一
2 

XAdτ＋ (t ＋τ）dxB ＋τdXA + (dt + dτ）x8 + xAdτ 

『 b 1 I b叩．＼
= l-bXA － ~XB + （α－ c) I dxA + ( t ＋τープ）dXB + (dt + dτ）XB 

＝卜均一；XB+ （α－斗守＋(t＋τ－与）今竺＋(dt + dτ）XB 

＝ど互dt － 工 dt ＋ ~dτ ＋ ~dτ
6 3b 3 6b 

(3・11)

3.3関税－消費税改革効果

1対 1の関税－消費税改革：

ここでは、 1対 1の関税消費税改革（すなわちdt+dτ ＝ O,dtく o.）は自国市場における市

場アクセス（M）、政府収入（G）、社会厚生（W）への影響を考察する。

従量税の関税（t+ dt）と消費税（τ＋dτ）を賦課すると、 dt+dτ ＝0を（3・9）、（3・10）と（3-11)

式に代入して、それぞれに（3・12）と（3-13）また（3・14）式が得られる。

dM＝主＜ 0
3b 

dG＝一α－c+2t-2rdt 
3b 

dW＝主互dt－竺立dt
6 6b 

比率的な関税－消費税改革

(3・12)

(3・13)

(3・14)

ここで比率的な関税消費税改革（すなわちdτ ＝μdt,dtく 0,-1く μく 0.）は自国市場におけ

る効果を検討する。市場アクセスへの効果は明らかにプラスである。次は政府収入と社会厚

生に対する効果を考察しよう。

dτ ＝ μdtを（3-9）、（3・10）、（3・11）式に代入すれば、以下の結果が得られる。

-2dr-dt -2u-1 
dM＝一一一一一＝ーよ－dt

3b 3b 

T 2tαーc-2r
dG = x8(1 + μ)dt一一（1+ μ)dt一てdt＋でァμdt

3b 3b b 

dW＝子（1+ μ)dt ＋ ~dt ＋守~dt
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3.4 ウィンーウィンーウィンーの関税一消費税改革

ここでは二つの関税消費税改革においてウィンーウィンーウインーの関税－消費税改革

条件を考察する。

まず、 1対 1の関税消費税改革では、（3・12）、（3・13）と（3-14）式より、市場アクセスを減

少させ、政府収入と社会厚生への効果は不明ということが示されている。また、 dG,dW> 0 

を満足させるために、 α－c + 2t-2τ ＞0また（3・14）式における第二項のプラス効果がより

強いということが条件となる。ここでは、ウインーウィンーウィンーの関税一消費税改革条

件が存在していないという結論が得られる。

次には比率的な関税消費税改革の場合を考え見ょう。（3・15）、（3・16）と（3-17）式によると、

dM,dG,dWとも符号不明である口ウィンーウインーウインーの関税－消費税改革条件を検討

するとき、以下の三つの条件が同時に成立しかない。

① 1+2μ > 0すなわち0> μ > －~. 
②（2・16）式における全体的にプラス効果がより強いD

③ 1+2μ > 0すなわち0> μ > －~また（3-17）式における第一項と第二項のマイナス効果

を相殺することができる。

3.5まとめに

以上の議論において、簡単な線形モデ、ルを利用して、同質財のクールノー競争における関

税－消費税改革が市場アクセスまた政府収入と社会厚生とも改善させる条件が存在してい

るかを検討している。結果として、 1対 1の関税－消費税改革ではそのような条件が存在し

ていない一方、比率的な関税－消費税改革では、特定な条件を満足させたら、ウィンーウィ

ンーウィンーを実現することができるという結論が得られる。

最後に残された課題について説明しよう。本章では、非線形関数の場合については検討さ

れなかった。また、外国企業が外国政府から課されている消費税問題を考えなかった。それ

らのケースでは関税－消費税改革効果は興味深い課題であると思う。それらの研究は我々

の将来の課題として残しておく。（異質財の場合は第4節で考察する。）
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4異質財のクールノー競争における関税一消費税改革

4.1はじめに

前述の第 3章では、寡占競争において関税－消費税改革に関する先行分析がたくさんあ

ると書いた。重複しないため、本章では省略する。

また、 KieunShim and KyonghwaJeong (2016）より、不完全競争のもとで、差別化された

財を取引する 2国2財の背景で、クールノー競争とベルトラン競争における関税削減（消費

税変化なし）がそれぞれに政府収入と社会厚生に対する効果を検討している。その論文では、

関税削減の自由貿易は政府収入を増加させる結果となるという結論を導出している D だが、

線形生産関数を利用して協調された関税－消費税改革効果まで検討されなかった。次には、

Masayuki Okawa and Tatsuya Iguchi (2016）より、不完全競争のもとで、異なる限界費用を

持つ複数の自国と外国企業（同質財を取引する）が競争しているクールノーモデ、ルを構築し、

協調された関税－消費税改革が政府収入と社会厚生に対する効果を検討している。それも

前述の第3章で書いたように同じ限界費用を持っている場合には考察していない。

最後に第 2章において同質財を取引している 2国2財のクールノーモデ、ルを利用し検討

しているので、本章の出発点は異質財に注目しよう。本論文では、クールノー競争のもとで、

異質財を取引する自国と外国の二つの企業という単純なモデ、ルを構築し、流行している二

つの協調された関税一消費税改革（関税削減と消費税増税）が市場アクセスと政府収入及び

社会厚生への効果を考察する。また、ウインーウィンーウインーの条件を検討する口

なお、本章の以下の構成は以下の通りである。第2節は単純なモデ、ルを発見する。次に第

3節では比較静学分析より二つの関税－消費税改革効果を考察する。また第4節は、ウイン

ーウインーウインーの条件を検討する。最後にいくつかの結果を導出する。

4.2単純なモデ、ル

自国と外国の二つの企業が差別化された財を生産するケースを考える。また両企業が同

じ限界費用 cを持つとする D xh、xfはそれぞれに自国企業と外国企業の生産量であり、計

は自国企業の利潤であり、 πfは外国企業の利潤であると仮定する。ここでは、自国と外国企

業の価格をそれぞれに以下のようなが、 pfより示しているとする。kはOく kく 1を満たす定

数であり、それぞれの逆需要関数を

Ph＝α－ bxh -kxf 

pf＝α－ bxf -kxh 

とする（b> 0, 0く kく 1）。自国企業と外国企業の利潤はそれぞれに

πh = (ph -c －τ）xh 
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πf =(pf -c -t－τ）xf (4・4)

と表される。ここでは、自国政府から自国市場で取引されている財に消費税τを課し、外国

輸入財に関税 tも賦課されるとする。利潤を最大化させるために、一階条件を満足しなけれ

ばなれない白したがって、以下の結果が得られる。
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(4-5) 

。πt a司f
7ipi = pf -c -t -r + xf 'tf ＝。 (4・6)

また、（4・1）、（4・2）と（4・5）及び（4-6）式を連立して以下の（3-7）と（3・8）式という両企業の

反応曲線を得る。

α－ 2bxh -kxf -c一τ＝0

α－ 2bxf -kxh -c -t一τ＝0

(4・7)

(4・8)

(4・7）と（4・8）を連立して、クールノ ナッシュ均衡が得られる。

hα－c-r kt fα－c-r 2bt 
＝一一一一＋一一一一：x'＝一一一一一一一一一，2b+k 4b2-k2' 2b+k 4b2-k2’ 

Ph＝α （b+k）（α－c-r) bkt － 十一一一一・2b+k 4b2-k2’ 

r (b+k）（α－c-r) 2b2-k2 
P' ＝α－＋ 一τ一τt.2b+k 守b.！.－凡ー

(4・9)

ここでは、市場アクセス、政府収入と社会厚生は以下の通りとする。

T

－k
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一
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－一一
F
J
 

X
 

＋
 

h
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G=Mτ＋xft 

W = ~（bxh + kxf)xh + (ph -cー τ）xh+Mτ＋xft

比較静学より、以下の結果が得られる。

dM ＝」乙dτ－」~dt
2b+k 2b+k 

(4・10)

dG = zcα－~－t-2r) dτ ＋（~ニ乙互一一学ιldt 
2b+k ¥ 2b+k 4b.!.-k.!. J 
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dW = ~（bxh + kxf)dxh + ＋ ~xh(bdxh 十 kdxf) + (ph -c -r)dxh + xhdph + dG 

＝（げ ＋ ~xt+ph-c）げ＋ （~xh + t ＋τ）dxf + xh(dτ＋ dph) + xf (dt + dτ） 

＝｛－叫M~一一＋れととんτ＋判叫〆＋phーい~~xh+t＋τ）＋bkxh dt + 
¥ 2b+k 2b+k I 

xf(dt+dτ） (4・11)

4.3関税－消費税改革効果

一対一関税－消費税改革：

自国政策立案者から一対一関税－消費税改革を実施すると考えよう。ここでは、 dt+dτ＝

O,dt < 0を満たす。

それを（4-11）式に代入すると、

dM = ( ~ -__2_ l dt ＝ーとーdtく O
¥2b+k 2b+kノ 2b＋た

(4・12)

dG ＝－~dtー αーc十～t
"L._k"L. 2b+k 

(4・13)

k(t+r) bkxf +2bph-zbc 8b2-3k2 h 
dW＝一一一一－dt+ dt一一一一一－xndt4b2-k2 4b2-k2 Bb2-2k2 

(4・14)

比率的な関税－消費税改革：

比率的な関税一消費税改革というと、 dτ ＝μdt,dtく 0,-1く μく Oを満たす政策改革であ

る。前述と同じように、 dτ＝μdtを（4・11)式に代入して、それぞれに以下の結果を得る。

dM＝－並立dt
2b+k 

(4・15)

(4・16)(2μ+1）（α－c-2r) 2μt 4bt 
dG = dt一一－dt一一？でdt

2b+k 2b+k 4bι－k"L. 

dG = 
xh~M+ph-c+t+r b+k h k( bxh＋~xf +ph-c) 叫争h＋吋

μdt + μM dt + 2ittk μxtt dt + 4bz_kz dt - 4bz_k2 dt + 

争’LVd
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－z
 

h
u
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－4
 

(4・17)

4.4ウインーウィンーウィンーの関税－消費税改革条件

(4・12）式より、一対一関税－消費税改革は市場アクセスに対する効果はマイナスなので、

ウィンーウィンーウィンーの条件は存在してないことが示されている。一方、比率的な関税

－消費税改革は市場アクセスと政府収入また社会厚生への影響は不明である。
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まず、一対一関税－消費税改革では、（4・13）と（4・14）式によって、それぞれに政府収入と

社会厚生に対する効果は明らかに不明である。ウィンーウィンーを実現させる条件を考察

するとき、全体的にいかのような二つのケースに分けて、検討しよう。①4b2-k2 > 0すな

わちkく2b；②4b2ーがく Oすなわちk> 2b。

① 4b2 -k2 > 0より、（4・13）式では第一項はプラスであり、第二項は符号不明である。す

ると、政府収入を増加させる条件は（4・13）式には全体的にプラス効果がより強いという

ことである。また、（4・14）式では、第一項はプラスであり、第二項はマイナスであり、

第三項は符号不明であることが示されている。同じように、（4・14）式のマイナス効果を

埋め合わせることができたら、社会厚生を改善させるという結果が得られる。

② 4b2ーがく Oの場合、 (4・13）式より、第一項はマイナスであり、第二項は符号不明であ

る。したがって、政府収入を増加させる条件は、第二項はプラスすなわちτくtまた第一

項のマイナス効果を埋め合わせるということである。また、（4圃 14）式より、第一項はマ

イナスであり、第二項はプラスであり、第三項はマイナスであることが表される。ここ

では、（4・14）式のマイナス効果を相殺することができたら、社会厚生を改善させること

がわかる。

続いて比率的な関税－消費税改革に注目しよう。同じように、ここでも二つのケース

に分けて、考察する。①4b2-k2 > 0すなわちkく2b；②4b2-k2くOすなわちk> 2bo 

①（ 4-15）式は符号不明である。市場アクセスを改善させるために2μ+ 1 > 0→0 > μ > －~ 
という条件と要求する口 4b2-k2 > 0より、（4-16）式では第一項は符号不明であり、第

二項はマイナスであり、第三項はプラスであることが示されている。すると、政府収入

を増加させる条件は（4・16）式には全体的にプラス効果がより強いということである。後

には、（4-17）式より、第一項と第四項また第六項及び第七項はマイナスであり、第二項

と第三項また第五項はプラスであることが示されている。同じように、（4-17）式のマイ

ナス効果を埋め合わせることができたら、社会厚生を改善させるという結論が得られる。

② 4b2 -k2 < 0の場合、 (4・16）式では第一項は符号不明であり、第二項と第三項の符号は

マイナスである D したがって、第一項がプラスすなわち（2μ+ 1）（α－ c -2r）く O→

{ I －~く μ くに市ース拡大）
ii -1 く μ く－~， τ 壬 t （市場アクセス減少）

また第二項と第三項のマイナス効果より

強いなら政府収入を増加させる。 最後に社会厚生への効果を検討しよう。（4・17）式よ
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り、第一項と第五項また第七項はマイナスであり、第二項と第三項また第四項、第六

項はプラスであることが表される。ここでは、（4・17）式のマイナス効果を相殺するこ

とができたら、社会厚生を改善させることがわかる。

4.5まとめに

前述の結論より、ウィンーウィンーウィンーの一対一関税－消費税改革条件が存在して

ないが、政府収入と社会厚生とも改善させる条件が同時に成立させることができたら、ウィ

ンーウィンーの一対一関税－消費税改革条件が存在するという結果を得る。また比率的な

関税－消費税改革で、は－~く μ く Oが前提条件として、また政府収入と社会厚生とも改善さ

せる条件が同時に成立したら、市場アクセスと社会厚生とも改善させる条件が存在してい

る、すなわちウインーウィンーウインーを実現させるという結論が得られる。

ここまでの分析では、差別化された財に注目し、線形生産関数と同じ限界費用を持ってい

る2国 2企業のケースについて考察されている。だが、異なる限界費用を持っている 2国

3企業以上の場合また非線形生産関数に関する分析は取り扱わな＼，－）0 それも興味深い課題

であろう。そこまでの研究は今後の課題として残っている。
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5異質財のベルトラン競争における関税一消費税改革

5.1はじめに

既存研究では、不完全競争のもとで、発展途上国における消費税を増加させる改革は関税

の削減による政府収入の減少を相殺することができるということを示している。しかし、政

府収入の増加は一般的に社会厚生を減少させる結果となる。本章では、同じ関税－消費税改

革でも社会厚生を改善させることができるかもしれないという結論が得られる。それは、

Naito and Abe (2008）と Karakostaand Tsakiris (2014）というような論文の結果と似ている。

また、 KieunShim and KyonghwaJeong (2016）では、差別化された複占競争のもとで、政

府収入を増加させる自由貿易を検討している。その論文には、高い代替d｜生を持っている財市

場で、クールノー競争でもベルトラン競争でも、消費税を変化なし関税を削減する政策改革

が政府収入と社会厚生を改善させる結論を得る。しかし、ベルトラン競争のもとで、一対一

関税一消費税改革と比率的な関税－消費税改革の効果まで考察していない。これは本章の

注目点である。本章では、ベルトラン競争のもとで、差別化された財市場における関税－消

費税改革が市場アクセス、政府収入と社会厚生への効果に集中している。

なお、本章の構成は以下の通りである。次の節は単純なモデ、ルを構築し、比較静学分析を

行う。また第 3節では、 2つの関税－消費税改革が市場アクセス、政府収入と社会厚生への

影響を考察する。さらに、第4節は 2つの改革におけるウィンーウィンーウィンーの条件を

分析する。最後にいくつかの結論をまとめる。

5.2単純なモデ、ル

寡占競争において、自国と外国の二つの企業が差別化された財を生産するケースを考え

るD また両企業が同じ限界費用 cを持っとするo d、xfはそれぞれに自国企業と外国企業

の生産量であり、 πhは自国企業の利潤であり、 πfは外国企業の利潤であると仮定する。こ

こでは、自国と外国企業の価格をそれぞれに以下のようなph,pfより示されているとする。

kはOく kく 1を満たす定数であり、それぞれの逆需要関数を

Ph＝α－ bxh -kxf 

pf＝α－ bxf -kxh 

(5・1)

(5之）

とする。両式から
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－
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(5-3) 
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xf = b（α－pf)-k（α－ph) 
b2-k2 

(5-4) 

を得る。したがって、両企業の利潤はそれぞれに

__ h - b（α－ph)-k（α－pf) 
πh = xh(ph _ cーτ）ー がーが (phーcーτ） (5-5) 

πt = xf (pfー c-t－τ）= b （α－p2＝~~－p川 (5・6)

となる D すると、利潤を最大化する価格（一階条件を満たす）は

Ph _ a(b-k)+b(c+r)+kpf 

－ 2b 
(5-7) 

pf＝α（b-k)+b(c+t+r)+kph 

2b 
(5・8)

を満たす。これらが反応曲線である。また、両式を連立して、いかのような均衡価格が得ら

れる。

Ph _ a(b-k)+b(c+r) 1 bkt 
一一一・2b-k . 4b2-k2 

(5・9)
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(5-10) 

それを（5・3）と（5回 4）式に代入すると、それぞれに（5・11）と（5・12）式が得られる。（2b> k) 

xh - b（α－c)-bτ ＋ b2kt 

－ (b+k)(2b-k) (b2-k2)(4b2-k2) 
(5・11)

xf = b（α－c)-br _ b(2b2ーが）t

(b+k)(2b-k) (b2-k2)( 4b2-k2) 
(5・12)

ここでは、市場アクセス M、政府収入 Gと社会厚生W をそれぞれに以下の通りとする。

M = xh +xf 
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G =xhτ＋ xf (t ＋τ） 

W ＝仙fl+G = ~（α 一 ph)xh + xh(phー c－τ）十日τ＋〆（t＋τ）

= ~axh ＋~内h-cxh + xf (t ＋τ） 

したがって、比較静学より、 dxh、dx人 dph、dpfが以下の通りである。

b b2k 
dxh = - u dτ ＋ ') ') dt 

(b+k)(2b-k) (b2-k2)( 4b2-k2) 

b(2b2-k2) 
dxf = - dτ－ ') ') ') ') dt 

(b+k)(2b-k) (b2-k")( 4bLkl) 

dph ＝出dτ＋まがt

dpf ＝古dτ＋詰2dt

同じように、 dM、dGとdWが得られる。

2b b 
dM = dxh + dxf = - dτ－ u dt 

(b+k)(2b-k) (b+k)(2b-k) 

dG = xhdτ＋ xf (dt + dτ）＋τdxh + (t ＋τ）dxf 

『 b b2k I 

= xhdτ＋ xf (dt + dτ）＋τl-(b+k)(2b-k5 dτ＋ (b2ーが~（4b2-k2)dt J + 

b(2b2-k2) 

(t ＋τ）［一（b+k)(2b-k)dτー（b2ーが）（4b2ーが）dt] 

dW ＝~（α ＋ ph)dxh + ~xhdph -cdxh + xf (dt + dτ） + (t＋τ）dxf 
2 2 

(5・13)

(5・14)

(5・15)

(5・16)

= ~（α ＋ ph － 刈ー （b+k）~2b-k) dτ＋似－ぷb2-k2)dt] + ~ xh ［出dτ＋法kzdt]+ 

r b b(2b2-k2) l 
xf(dt+dτ） + (t ＋τ） l-(b+k)(2b-k 

(5・17)

5.3二つの関税－消費税改革の効果分析

本モデ、ルで、は、自国政府より輸入品に関税tを課し、自国市場で取引されている商品に消

費税τを課すと仮定する。ここでは、消費税と関税は従量税とする口

まず一対一関税－消費税改革効果について考察する。一対一関税一消費税改革では、関税

を引き下げる上に消費税を引き上げ、また変化量の絶対値が同じである。
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すなわち： dt+dτ ＝ 0 dtく O。dt+dτ ＝0を（5”15）、（5・16）と（5・17）式に代入すると、以

下の結論を得る。

2b b b 
dM = L..u dt - dt = v dt 

(b+k)(2b-k) (b+k)(2b-k) (b+k)(2b-k) 
(5-18) 

h b(t+T) b(2b2-k2)t 
dG = -x11dt + dt - dt 

(b+k)(2b-k) (b2-k2)(4b2-k2) 
(5-19) 

4 『 b b2k i 1 h r -b k l 
dW ＝~（α ＋ ph ー 2c) le加山－'0dt+ （山）（4b2-k2)dt J + ~ xn l2bコdt＋手平dtj+ 

r b b(2b2-k2) J l 
(t ＋τ） I dt一 dI L(b+k)(2b-k) (b2-k2)(4b2-k2) --J 

= b［￥α＋ph-zc）＋叶 dt+ ~~k(a+ph-zc） 、 dt 一的+T）（がーが） dt－どとdt (5・20)
(b2-k2)(4b2-k2) 4b2-k2 

次には比率的な関税－消費税改革について検討しよう。ここでは、 dτ＝μdt,dtく 0,-1く

μ<0とする。それを（5・15）、（5・16）と（5・17）式に代入すると、それぞれに（5-21）、（5・22）ま

た（5・23）式が得られる。

dM = - zμb dt - b dt = - b(l+Zμ) dt 
(b+k)(2b-k) (b+k)(2b-k) (b+k)(2b-k) 

(5-21) 

dG = μx切＋〆（1+ μ)dt ＋τ［－ (b+kたb=li)d

b(2b2-k2〕

(t＋τ｝［一（b+k)C2b-k）αEー （b2ーが）（4b2ーが） dt] 

bμ(t+2r) br b(2b2-k2)t 

= μxhdt + xf (1 + μ)dtー （b+k)(2b-k)dtー （b+k)(2b-k)dtー （b2-k2)(4b2-k2)dt 
(5-22) 

dW ＝~（α ＋ ph ー刈ー （b+k~－'0 dt + （山2~b2-k2) dt] ＋川告dt＋誌が］＋

r bμ b(2b2-k2) l 
xf (1 + μ)dt + (t ＋τ） l-(b+k)(2b-°0 dtー Wーが）（4b2 -k25 dt J 

＝一如［~（α＋ph-zc)+t+r] dt + ？（？了~h子c）、 dt -b(t+T)(2b2ーが） dt ＋」巴~dt+
〔b2-k2〕〔4b2-k2〕 2(2b-k〕

b~xh フ dt+ xf (1 + μ)dt 
2(4b“－k") 
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5.4 2つの改革におけるウインーウインーウィンーの条件

本節では、我々は 2つの関税－消費税改革で市場アクセス、政府収入と社会厚生を増加さ

せるウインーウィンーウィンーの条件を検討する。

以下の二つのケースを分けて分析を行う：

① 2b-k > 0 

まず、一対一関税 消費税改革が市場アクセス、政府収入と社会厚生への効果を検討する。

(5・18）式によってdMく0。すなわち市場アクセスを減少させる。また、（5・19）式では、第一

項がプラスであり、第二項はマイナスであり、第三項が不明であることが示されている。す

ると、 dG>0を実現させるために、（5・19）式におけるマイナス効果を埋め合わせることが必

要となる。最後に、（5-20）式より、第一項がマイナスであり、第二項と第三項が符号不明で

あり、第四項がプラスであることが表れている。したがって、（5嗣 20）式では全体的にプラス

効果がより強いものであれば、社会厚生を改善させる。

また、比率的な関税一消費税改革のケースを考察する。

まず、（5-21）式より、分母がプラスであり、分子が符号不明であることを示す。分子がプ

ラスで、あれば、 dM> 0となる口したがって、 1+2μ > 0 すなわち－~く μ く Oのとき、市場

アクセスを拡大させる。次には、（5-22）式では、第一項と第四項がプラスであり、第二項と

第三項がマイナスであり、第五項が符号不明であることが表れている。すると、（5-22）式に

おけるプラス効果がより強いなら、 dG> 0すなわち政府収入を増加させる。最後に、（5-23)

式によって、第一項と第六項がマイナスであり、第二項と第三項及び第五項が符号不明であ

り、第四項がプラスである。同じように、（5-23）式では、マイナス効果を埋め合わせること

ができたら、社会厚生を改善させる。ここでは、社会厚生を減少させる割合はより高いこと

も明らかである。

② 2b-kく O

同じように、まず、一対一関税－消費税改革が市場アクセス、政府収入と社会厚生への効

果を検討する。（5-18）式によってdM>O。すなわち市場アクセスを拡大させる。また、（5-

19）式では、第一項と第二項がプラスであり、第三項はマイナスであることが示されている D

すると、 dG> 0を実現させるために、（5・19）式における第三項のマイナス効果を埋め合わせ

ることが必要となる。最後に、（5-20）式より、第一項がプラスであり、第二項と第三項及び

第四項がマイナスであることが表れている。したがって、（5・20）式では全体的にプラス効果

がより強いものであれば、社会厚生を改善させる。ここでは、社会厚生を減少させる割合は

より高いことも明らかにわかる。

また、比率的な関税－消費税改革のケースを考察する。
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まず、（5-21）式より、分母がマイナスであり、分子が符号不明であることを示す。だ、って、

分子がマイナスであれば、 dM> 0 となる。したがって、 1+2µ く O すなわち－ 1 ＜µく－~

のとき、市場アクセスを拡大させる。次には、（5・22）式では、第一項と第三項がプラスであ

り、第二項と第四項及び第五項がマイナスであることが示されている。すると、（5-22）式に

おけるプラス効果がより強いなら、 dG> 0すなわち政府収入を増加させる。最後に、（5・23)

式より、第一項と第五項がプラスであり、第二項と第三項及び第四項、第六項がマイナスで

ある。同じように、（5-23）式では、マイナス効果を埋め合わせることができたら、社会厚生

を改善させる。ここでも、社会厚生を減少させる割合はより高いことも明らかである。

5.4まとめ

本章では、我々はベルトラン競争における関税－消費税改革が市場アクセス、政府収入と

社会厚生に対する効果を検討している。まとめると、 2b-k > 0のとき、一対一関税一消費

税改革では市場アクセスに対する効果はマイナスであり、政府収入と社会厚生への効果は

不明であり、また比率的な関税－消費税改革が市場アクセスと政府収入および社会厚生へ

の影響は不明である一方、 2b-kくOのとき、一対一関税－消費税改革であっても比率的な

関税－消費税改革であっても市場アクセス、政府収入と社会厚生への効果は不明であると

いう結果を得る。また、 4節の結論より、比率的な関税－消費税改革では、それらの変数は

市場アクセス、政府収入と社会厚生を改善させる条件が同時に満足したら、ウィンーウィン

ーウィンーの政策改革条件が存在している一方、一対一関税－消費税改革の場合には、 2b-

kくOのとき、同じようにウィン ウインーウィンーの政策改革条件も存在しているかもし

れないが、 2b-k > 0のとき市場アクセスを減少させるため、政府収入と社会厚生を改善さ

せる条件が同時に満足したら、ウィンーウインーの政策改革条件が存在しているという結

論が得られる。この結果は政策立案者に対しでも参考する価値があるだろう。

だが、知識不足のため、本章では、 3企業以上また異なる限界費用のケース、また限界費

用を変化する場合および中間財が取引されるケースもまだ取り扱わない。非線形関数のと

きも考えられない。それらの研究は将来の課題として残る。
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6おわりに

先行研究では、関税－消費税改革に関する分析においてさまざまな経済モデ、ルを構築し

考察している。その中で、単純的に完全競争か不完全競争かにおける分析が多いのである。

したがって、本論文においては、完全競争（同質財）と不完全競争（同質財と異質財）をま

とめて、主に一対一関税一消費税改革と比率的な関税－消費税改革というこつの流行して

いる政策改革が市場アクセス、政府収入と社会厚生への効果を検討している。さらに、ウィ

ンーウィン ウインーの条件が存在するか、またどのような条件まで考察している。

まずは、これまでの考察をまとめてみよう。第 1章では、完全競争のもとで、大国と小国

において一対一関税－消費税改革と比率的な関税－消費税改革がそれぞれにどのような効

果が生じるのかが検討され、いくつかの結論が得られている。まず、小国のケースにおいて

は、 1対 1の関税消費税改革で、市場アクセスが不変であり、政府収入と社会厚生とも改善

させ、比率的な関税消費税改革では、市場アクセスを改善させ、政府収入と社会厚生への効

果は不明である。したがって、 1対 1の関税消費税改革では、ウィンーウインーである。比

率的な関税消費税改革における特定な条件を満足させたら、ウィンーウィンーウインーを

実現することができるという結論が得られる。次に、大国のケースにおいては、 1対 1の関

税消費税改革効果は、市場アクセスを明らかに減少させ、政府収入と社会厚生への効果は暖

昧である。また、比率的な関税消費税改革では、市場アクセスと政府収入また社会厚生への

効果は不明である。したがって、 1対 lの関税消費税改革では、ウィンーウインーの条件は

dG > O,dW > 0が同時に成立させることができたら存在する一方、比率的な関税消費税改革

にはdM> O,dG > O,dW > 0が同時に成立させることができたら、ウインーウィンーウィン

ーの条件が存在するという結論が得られる。

また、第2章には、クールノー競争のもとで、線形生産関数を持っている自国と外国の二

つの企業が、同質財を取引しているという単純なモデ、ルを構築し、流行している二つの協調

された関税 消費税改革（関税削減と消費税増税）が市場アクセスと政府収入及び社会厚生

への効果を検討している口また、ウィンーウインーウィンーの条件が存在するかさらにどの

ような条件を考察している。結果として、 1対 1の関税－消費税改革では、市場アクセスと

社会厚生とも減少させ、政府収入への効果は不明ということが示されている口この結果は大

数の先行研究とも一致している。次には比率的な関税消費税改革の場合はdM,dG,dWとも符

号不明である。したがって、 1対 1の関税－消費税改革においてウインーウィンーウィンー

の条件が存在してない一方、比率的な関税 消費税改革では、特定な条件を満足させたら、

ウインーウィン ウインーを実現することができるという結果を得る。

続いて、第3章では、クールノー競争のもとで、線形生産関数を持っている自国と外国の

二つの企業が、異質財を取引しているという単純なモデルを利用し、一対一関税－消費税改

革と比率的な関税 消費税改革という二つの流行している政策改革が市場アクセスと政府
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収入及び社会厚生への効果を考察している。また、ウィンーウインーウィンーの条件が存在

するかさらにどのような条件を検討している。その結果、一対一関税－消費税改革は市場ア

クセスに対する効果はマイナスであり、政府収入と社会厚生への影響は不明である一方、比

率的な関税－消費税改革は市場アクセスと政府収入また社会厚生への効果は不明であるこ

とが示されている。さらに、ウインーウィンーウィンーの一対一関税－消費税改革条件が存

在してないが、政府収入と社会厚生とも改善させる条件が同時に成立させることができた

ら、ウインーウインーの条件が存在するという結果を得る口また比率的な関税－消費税改革

で、は－~く μ く Oが前提条件として、政府収入と社会厚生とも改善させる条件が同時に成立

したら、ウィンーウインーウィンーを実現させるという結論が得られる。

最後に、第4章においては、ベルトラン競争のもとで、差別化された財市場における関税

－消費税改革が市場アクセス、政府収入と社会厚生への効果に集中している口まとめると、

2b-kくOのとき、一対一関税－消費税改革であっても比率的な関税一消費税改革であって

も市場アクセス、政府収入と社会厚生への効果は不明であるという結果を得る。したがって、

それらの変数は市場アクセス、政府収入と社会厚生を改善させる条件が同時に満足したら、

ウィン ウインーウインーの政策改革条件が存在している。一方、 2b-k < 0のとき、一対

一関税－消費税改革の場合には、 2b-k > 0のとき市場アクセスを減少させるため、政府収

入と社会厚生を改善させる条件が同時に満足したら、ウィンーウインーの政策改革条件が

存在しているという結論が得られる。

まとめると、一対一関税－消費税改革では、完全競争と不完全競争のクールノー競争でも

ウインーウィンーウィンーの条件は存在していないが、政府収入と社会厚生とも改善させ

る条件が同時に成立させることができるかもしれない一方、異質財のベルトラン競争のケ

ースでは、差別された程度がある条件 （2b-kく0）のもとで、ウィンーウィンーウインー

の政策改革条件も存在しているかもしれないD 一方的に、比率的な関税一消費税改革の場合

には、完全競争であっても不完全競争（同質財と異質財）であっても、それぞれにある条件

を満足させたら、ウィンーウィンーウィンーの条件が存在しているという結論が得られる。

比率的な関税－消費税改革が一対一関税一消費税改革よりもっと魅力的であろうか。

残念ながら、最初は中間財も取引されるところまで検討しようと考えているが、知識不足

のため、そこまでは検討していない。
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